
変更前に計画していた訓練予定日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い日

の前日まで。

 制度が複雑なため出来る限り千葉労働局職業対策課分室にご提出ください。

提出書類の右にチェックの上、枚数（ホチキス止めされたものは部数）を記入願います。

事業所名： 　　　　　　　　　提出者：　　　 所受付者： 局受付者： 所 局

№ チェック
✔ 枚数 枚数 枚数

1 □

2 □

3 □

□

□

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

□

□

○訂正する場合は二本線で削除し、正しく記載後押印をお願いします。

○計画届の様式は、提出時点での最新版を使用してください。

○計画届に基づき作成・提出する計画変更届、支給申請書等の様式は、当該計画届受付時点で用いられている年度の様式版を使用してください。

○OFF-JT訓練について、日ごとのカリキュラム、訓練日時、訓練場所の変更は変更届けの対象です。提出が無いと助成対象外となります。パンフレット（詳細版）P5,16参照

16

管轄労働
局長が必
要と認め
る書類

同時双方向型訓練の管理に関する申立書 ・同時双方向型訓練の場合のみ。（千葉労働局のHPに様式あり）

見取り図(OFF-JTが事業所内の場合）
・OFF-JTの実施場所が自社内の場合、通常の事業活動と区別して実施すること
を確認するため

＜事業外訓練の場合＞
訓練機関を確認するための書類 教育訓練機関との契約書・申込書等

＊1及び＊2 新しく雇用することにより提出が可能になった場合は、速やかに（遅くとも訓練開始日の前日までに)提出願います。

a 訓練等の標準学習時間又は標準学習期間を確認できる書類
　（訓練カリキュラム、受講案内等）

b 設問回答、添削指導、質疑応答等が可能な訓練講座であることを確認できる書類
　（受講案内等）

c 通信制訓練実施計画書　様式第1－1号〔別添様式4〕

通信制による訓練の実施内容を確認する
ための書類

対象労働者の育児休業申出書等

・訓練受講者が未定の場合提出
・労働者の募集、求人をしていることを確認する書類
・求人内容は当該訓練の対象者になり得る内容に限る
・上記7項の内定者で対象者一覧に記載済の場合は除く

訓練対象労働者の

雇用契約書又は労働条件通知書

・訓練期間中の対象労働者の労働条件を確認する
・訓練計画届を提出後に対象労働者が雇用された場合は
  ⇒雇用契約/通知後すみやかに提出　                 ＊2

※ 項目によってはこの変更届の提出が不要な場合があります。詳しくはこのコースの
　  パンフレット（詳細版）P16参照してください。

人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）

(一般職業訓練・育児休業中訓練・中長期的キャリア形成訓練)変更届提出書類のご案内

書類名等 様式、説明等

職業訓練の実施内容を確認するための書類
（eラーニング・通信制の場合は下記それぞれの11,12）

・実施主体の概要、目的、訓練日ごとのカリキュラム、実施日時、
　場所の分かる書類
　(事業内訓練及び事業外訓練いずれも）（千葉労働局HPに日程表サンプル様式あり）

●計画の提出期間

千葉労働局 職業安定部 職業対策課分室

●提出先

千葉労働局職業対策課分室　または　管轄のハローワーク
〒２６０－００１３

人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）(一般職業
訓練・育児休業中訓練・中長期的キャリア形成訓練）

変更届

・様式第3－１号（第1面、第2面）
・変更に至った理由を記した書面を求める場合があります

千葉県千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビル５階

TEL:０４３－４４１－５６７８

●提出書類

事業主

○なお、支給要件確認申立書の様式は、常に最新版を使用してください。

4

人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）

OFF－JT部内講師要件確認書

・パンフレット詳細版 P10の①一般職業訓練 a-ⅱ に該当する場合のみ提出
・様式第１-１号（別添様式2）
・該当する場合は、職業訓練指導員免許証又は1級技能検定合格証の写しも添付

人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）

OFF－JT部外講師要件確認書

・パンフレット詳細版 P10の①一般職業訓練 a-ⅰ に該当する場合のみ提出
・様式第１-１号（別添様式3）
・部外（自社従業員以外の者）講師用

委任状 ・事業主の委任を受けて代理人が提出する場合は委任状（原本）を提出

受講料を確認できる書類 教育訓練機関が発行するパンフレット等

人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）

訓練別の対象者一覧
・様式第4号
・内定者等雇用する予定の訓練受講予定者も記入　　　　＊1

求人票等

・育児休業期間中に訓練受講開始日があることが分かる書類
・育児休業中訓練である場合のみ

eラーニングによる訓練の実施内容を確認
するための書類

a 訓練等の標準学習時間又は標準学習期間を確認できる書類
　（訓練カリキュラム、受講案内等）

b 定額制でないことを確認できる書類（料金体系が記載されている受講案内等）

c LMSの機能を有していることを確認できる書類（受講案内等）

なお病気、けが、天災等のやむ得ない理由により変更が生じる場合には、変更後の訓練実施後7日以内までに

その理由を記した書面を添えて変更届を提出

チェック、枚数を入れて、この
「ご案内」も一緒に提出

千葉労働局様式(R4.8）


